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４ 税制度の案(収入見込)を踏まえた使途



目的または使途

鎌倉市での宿泊税における目的または使途(案)

国内外から多数の観光客が訪れ、交流する鎌倉市の観光
資源の魅力向上や維持、観光と市民生活の調和を図るため
の受入環境の整備、その他の地域社会の発展に寄与する持
続的な観光振興を図る施策に要する費用



基礎的な使途①(交付金 システム補助)

以下の使途は、近年の先行事例において確実に実施されてい
ることから、当市においても実施を前提とします。

□宿泊事業者への直接支援(事務負担の軽減や支援等)
①システム改修への補助
宿泊税の導入に伴うレジやホテル管理システムの改修費用に

対し、補助金を交付
【参考】
仮に市内の半数の事業者に対し、50万の補助を行った場合
50万×189施設 ＝ 94,500,000円(約0.95億)

②徴収事務の負担に対する交付金
徴収業務を担う宿泊事業者様に対し、税収の数%（全国的に

は２～３％が一般的）を事務経費として交付
【参考】
仮に税収が年２億とし、交付金３％とした場合、600万円

最終的な制度詳細(交付額等)は、税収見込等から設計することが望ましい。



基礎的な使途②(その他)

□その他の観光振興、支援等
③徴収の公平性の担保
課税逃れの無いよう許可、届出のない宿泊事業者の対策
(例)宿泊事業者に関する近隣トラブルへの対処
(例)無届の住宅宿泊事業(民泊)営業の監視

④使途(使い道)の透明性の担保
将来にわたって適切な使途が設定されるための仕組み(PDCA

サイクル等)の構築

(例)宿泊事業者の意向が使途に反映される仕組みづくり
(例)使途の内容や実施の成果を公表する仕組みづくり

ここまでにお伝えした使途は、制度のベースとなるものとして、
導入を前提に今後も検討を進めます。

⇒ここからは、観光振興に資する使途について協議検討を行います。



第４期鎌倉市観光基本計画 ※令和８年３月改定予定

鎌倉市の観光振興に資する使途の考え方

将来に亘って市民、事業者に求められる適切な使途が定めら
れるよう『使途の評価軸』が必要。

⇒第４期観光基本計画の基本理念、目標及び施策分野の各項目
に沿っているか否かを使途の評価軸とすることが望ましい。



全国では19の自治体（４都道府県、15市町村）が導入しています。

（令和８年２月26日時点、総務省のホームページより）

全国で宿泊税導入に向けた動きが進んでいます。
・導入予定（総務大臣同意済）35自治体（４道県、31市町村）
※令和８年２月13日に11の自治体が総務省との協議を終了。
令和８年２月26日時点、総務省のホームページ報道資料より）

・導入検討中92自治体
（令和７年７月末の共同通信社の調査による数字）

他自治体の宿泊税の導入状況

導入年 導入自治体 導入年 導入自治体 導入年 導入自治体 導入年 導入自治体

H14 東京都 R2 福岡県 R7 常滑市 R7.12 弘前市

H29 大阪府 R2 福岡市 R7 熱海市 R7.12 松江市

H30 京都市 R2 北九州市 R7 高山市 R8.1 宮城県

H31 金沢市 R5 長崎市 R7 下呂市 R8.1 仙台市

R元 俱知安町 R6 ニセコ町 R7.11 赤井川村

既に導入済みで、かつ使途のノウハウが蓄積し
ている自治体の事例をご紹介します。
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『観光がもたらす豊かさの実感』にかかる使途の先行事例
出典：各自治体HP

観光客のマナー啓発や市民への還元等の観光と市民生活の両立支援に
活用されていることが見て取れます。



『誰もが安全・快適に過ごせる受入環境の整備』にかかる使途の先行事例
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出典：各自治体HP

宿泊事業者向け支援、デイタイム以外も含めた魅力の向上・PR活動、
観光施設の整備に活用されていることが見て取れます。

・宿泊事業者の施設改修
・ロボット掃除機導入など
の省力化への補助



『人材育成・連携体制づくり』にかかる使途の先行事例
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出典：各自治体HP

合同就職説明会等の観光分野に関する雇用促進や鎌倉サポーターを増
やす取組等に活用されていることが見て取れます。



『多様な資源を活用した観光コンテンツ整備・充実』にかかる使途の先行事例
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※方言で「ぶらぶら歩く」こと

出典：各自治体HP

国内外に向けた観光資源の発信やモデルコースの紹介等の新しい観光
コンテンツの醸成に活用されていることが見て取れます。

福
岡
県



鎌倉市に適したと考えられる使途(案)

□観光がもたらす豊かさの実感
・鉄道各社等と協力した多言語のマナー啓発の実施
・市内の混雑地域(観光名所や聖地)への多言語マナー啓発看板の設置

□人材育成・連携体制づくり
・宿泊事業者をはじめとする観光産業の雇用促進に繋がる事業等

□多様な資源を活用した観光コンテンツ整備・充実
・海外メディアへのPRや海外インフルエンサーとコラボした情報発信
※同時に、宿泊型観光、分散化(季節、時間帯、エリア)観光やマナー啓発を念頭に情報を発信

・国内及びインバウンド向け(多言語等)の観光PR媒体の整備

□誰もが安全・快適に過ごせる受入環境の整備
・宿泊事業者向けの設備改修やDX化に資する事業への補助
・ナイトウォークや早朝イベントなどの観光コンテンツの開拓

出典：各自治体HP



５ 今後の検討内容＆スケジュール



今後の検討内容＆スケジュール(案)

以下、未完了

〇第１回検討委員会 令和８年２月10日
・各種観光財源の比較、検討

〇市内宿泊事業者向け勉強会 令和８年３月２日

〇市内宿泊事業者向けアンケート(追加期間) 令和８年３月２日～同月15日

〇第２回検討委員会 令和８年３月31日 14時～

〇第３回検討委員会 令和８年４月
・宿泊税の課税要件の確定、使途の方向性の確定

〇第４回検討委員会 令和８年５月
・「鎌倉市における宿泊税等観光財源に関する検討報告書」について

〇宿泊税条例(案)に関する市民意見公募の実施 令和８年６月～７月(１ヶ月間)

〇宿泊税条例(案)を市議会に上程 令和８年９月

〇総務大臣との協議 令和８年10月～令和９年１月※通常３ヶ月程度

〇宿泊事業者へ向けた制度説明会(複数回) 令和９年１月～令和９年９月

〇宿泊税の課税開始 令和９年10月


